
申請には交付申申請には交付申

請書が必要です請書が必要です

通
知
カ
ー
ド
の
廃
止
と
経
過

措
置

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

（
左
の
図
を
参
照
）
が
、
法
改
正
に

よ
り
、
５
月
下
旬
に
廃
止
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

証
明
す
る
書
類
と
し
て
使
用
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、

通
知
カ
ー
ド
の
新
規
発
行
や
再
発

行
、
氏
名
、
住
所
な
ど
の
記
載
事

項
の
変
更
手
続
き
も
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明

す
る
書
類
が
必
要
な
場
合
に
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
提
示
す

る
か
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
入
り
の
住

民
票
の
写
し
ま
た
は
住
民
票
記
載

事
項
証
明
書
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

な
お
、
経
過
措
置
と
し
て
、
通

知
カ
ー
ド
は
、
氏
名
や
住
所
な
ど

が
住
民
票
と
一
致
し
て
い
る
場
合

に
限
り
、
廃
止
後
も
引
き
続
き
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と

し
て
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
機
会
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
を

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
こ

れ
１
枚
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
、
写
真
付
き
の

身
分
証
明
書
に
も
な
る
ほ
か
、
３

年
３
月
か
ら
は
保
険
証
と
し
て
も

使
え
る
よ
う
に
な
る
予
定
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得

に
は
申
請
が
必
要
で
す
（
下
の
図

を
参
照
）。
交
付
ま
で
、
お
お
む
ね

１
カ
月
を
要
し
ま
す
の
で
、
余
裕

を
持
っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

�
お
問
い
合
わ
せ
は
、
戸
籍
住
民

課
�
�
４
１
１
１
内
線
２
９
６
、

�
�
4
6
4
4
へ
ど
う
ぞ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

通
知
カ
ー
ド
が
廃
止
さ
れ
ま
す

　
　

通
知
カ
ー
ド
が
廃
止
さ
れ
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
通
知
カ
ー
ド
が
５
月
下
旬
に
廃
止

さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
内
容
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

方
法
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

マイナンバーカードの申請と交付までの流れ

※平成２７年秋に送付
　された通知カード
　の下に印刷されて
　います（上の図参
　照）。

交付申請書を
お持ちでない方

交付申請書を
お持ちの方

再発行をしますので、本
人確認書類を持って、市
役所別館１階マイナン
バー窓口（戸籍住民課）ま
たは各サービスセンター
へお越しください。

スタート！
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通
知
カ
ー
ド

交
付
申
請
書

通知カードとは、平成２７年秋
に国から全国民に送付され
た、マイナンバーを証明する
緑色の紙です。

次の中から１点
・運転免許証
・旅券
・在留カード　　　など

※これらをお持ちでない場合は、「氏名・生
年月日」または「氏名・住所」が記載された書
類（健康保険証、年金手帳等）のうち２点

本人確認書類として有効なもの

�マイナンバーカードを受け取る

次の書類を持って、市役所別館１階マイナ
ンバー窓口（戸籍住民
課）へお越しください。
・交付通知書
・本人確認書類

�交付通知書が届く

ご自宅に交付通知書
（はがき）が届きます。
個人番号カードの作　
成におおむね１カ月　
を要します。

�申請する

次の方法によりご自身で申請
していただきます。
・郵送　・インターネット
（申請書のQRコードを読むか「個
人番号カード　申請」で検索）


